
複数の事業者間システム又はアプリケーションを対象とする連携例について

【事業者間のシステムの連携】

• 水道情報活用システム導入前は個別に構築されたシステムであった水道事業者において、水道情報活用システムを導入し、
水道標準プラットフォームを介して、事業者間のデータの利活用を図ること。

【アプリケーションの連携】

• 水道標準プラットフォームを介して複数のアプリケーション間のデータを連携し、利活用すること。
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